
蒲
原
新
水
道

の
建
築
と
経
営
に

つ
い
て

は

じ

め

に

明
治
維
新
以
後
、
新
政
府

の
下
に
あ

っ
て
、
近
世
以
来
の
運
輸
交
通
制
度
が
継

承
整
備
さ
れ
な
演
ら
、
ど
の
よ
う
に
し
て
新
制
度
と
し
て
確
立
さ
れ
て
い
っ
た
か

よ
り
具
体
的
に
明
ら
か
に
し
よ
う
と
、
例
を
山
梨
県
に
求
め
考
察
を
続
け
て
き
た

(
1
)

の
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
明
治
期

の
富
士
川
水
運
を
考
察
す
る
際
に
欠
く
こ
と

の
で
き
な
い
岩
渕
-

蒲
原
間
の
新
水
道

(運
河
)
に
関
し
、
そ
の
建
築
と
経
営

に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

明
治
七
年
、
山
梨
県
の
勧
奨
に
よ
り
創
業
さ
れ
た
富
士
川
運
輸
会
社
は
、
富
士

川
に
よ
り
鰍
沢

・
青
柳

・
黒
沢
の
三
河
岸
と
岩
渕

・
蒲
原
を
経
て
清
水
港
を
結
ぶ

輸
送
路
に
あ

っ
て
、
岩
渕
ー

蒲
原
間
の
近
世
以
来
の
牛
馬
背
に
よ
る
中
継
輸
送

方
法
を
か
え
、
新
た
に
建
設
さ
れ
る
新
水
道
を
利
用
し
、
直
接
に
三
河
岸
-

蒲

原
間
を
舟
運
で
結
ぶ
輸
送
方
法
を
と
る
こ
と
を
計
画
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
新
水

路
建
築
費

の
支
消
を
負
担
す
る
こ
と
を
内
容
と
す
る
会
社
の
設
立
を
申
請
し
、
政

府

の
許
可
を
得
て
創
業
さ
れ
た
の
で
あ

っ
た
。
し
た
が

っ
て
、
富
士
川
運
輸
会
社

の
発
展
は
、
新
水
道

の
建
築
に
よ
る
富
士
川
水
運
の
盛
行
が
そ
の
要
因
で
あ

っ
た

と
い
え
る
。

富
士
川
水
運
に
と

っ
て
画
期
的
意
義
を
も

つ
新
水
道
の
建
築
で
は
あ

っ
た
が
、

そ
の
建
築
に

つ
い
て
は
も

と

よ

り
、

そ
の
後
の
管
理
維
持
や
経
営
等
に

つ
い
て

(
2
)

は
、
従
来
論
及
さ
れ
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
不
明
の
点
が
多
か
っ
た
。
し
か

し
、
幸

い
、
最
近
整
理
を
終
え
た
山
梨
県
立
図
書
館
所
蔵
武
藤
家
文
書
中
に
、
新

水
道
建
築
発
起
人
と
し
て
、
中
心
的
働
き
を
し
た
武
藤
藤
太
が
残
し
た
関
係
史
料

増

田

廣

實

が
多
く
含
れ
て
い
る
と
の
飯
田
文
弥
氏
の
御
教
示
に
よ
り
、
以
下
こ
れ

を

利

用

し
、
そ
の
建
築
と
経
営
に

つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
。

〔註
〕
(1
)
拙
稿

「山
梨
県
下
に
お
け
る
陸
運
会
社
の
設
立
」
立
正
女
子
大
学
短
期
大
学

部
研
究
紀
要
第
賀
集

「甲
斐
国
中
馬
会
社
の
創
業
に
つ
い
て
」
同
第
18
集

「甲
斐
国
中
馬
会
社
の
発
展
に
つ
い
て
」
同
第
19
集

「富
士
川
運
輸
会
社
の

創
業
に
つ
い
て
」
文
教
大
学
女
子
短
期
大
学
部
研
究
紀
要
第
20
集

「富
士
川

運
輸
会
社
の
発
展
に
つ
い
て
」
同
第
21
集
。

(2
)

「蒲
原
町
史
」

(昭
和
四
十
三
年
)
以
外
ま
と
ま
っ
た
も
の
を
み
な
い
。

蒲
原
新
水
道
の
建
築

1

建
築
の
意
図

慶
長
十

二
年
富
士
川
船
路
の
開
通
後
、
明
治
入
年
蒲
原
新
水
道
が
開
通
す
る
ま

で
の
問
、
富
土
川
に
よ
る
舟
運
は
、
甲
府
盆
地
南
端
釜
無

・
笛
吹
両
河
川
が
合
流

し
富
士
川
と
な
る
地
点

の
南
あ
る
甲
州
青
柳

・
鰍
沢

・
黒
沢
の
三
河
岸
と
、
河
口

よ
り
約
五
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
上
流
駿
州
岩
渕
と
の
問
七
十
ニ
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
結
ん

で
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
岩
渕
i

蒲
原
間
を
牛
馬
背
で
仲
継
し
、
蒲
原
l

l
清
水
間
を
小
廻
船
で
結
び
、
清
水
を
結
節
点
と
し
て
富
士
川
の
水
運
は
沿
岸
運

輸
を
通
し
て
全
国
的
運
輸
網
に
連
絡
し
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
仲
継
方
法
を
生
じ
た
大
き
な
理
由
は
、
富
士
川
が
日
本
三
大
急
流

の

一
つ
に
数
え
ら
れ
る
程

の
急
流
で
あ
り
、
運
搬
土
砂
量
が
多
く
、
河
口
附
近
ま

で
礫
河
原
を
作
り
、
河
口
港

の
発
達
を
防
げ
て
い
る
た
め
で
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う

な
運
輸
方
法
の
た
め
、
数
度

の
積
み
か
え
を
必
要
と
し
、
そ
の
労
苦
と
不
経
済
性

(19)
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要研 究 紀

は
早
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
富
士
川
の
舟
運
を
蒲
原
ま
で
延
長
し
た
い
と
す

る
願
望
は
強
か
っ
た
。
特
に

一
国
天
領
と
言

っ
て
よ
い
甲
州
で
は
、
毎
年
年
貢
米

を
岩
渕

・
蒲
原
を
経
て
清
水
港
よ
り
江
戸
に
送
る
た
め
、
三
河
岸
か
ら
廻
米
の
川

下
げ
を
行

い
、
生
活
と
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
塩
は
清
水
港
か
ら
蒲
原
を
経
て
岩

渕
か
ら
富
士
川
を
引
き
の
ぼ
り
輸
入
し
な
く
て
は
な
ら
な
か

っ
た
か
ら
、
そ
の
願

望
は
特
に
強
か
っ
た
。
し
か
し
、
仲
継
地
で
あ
る
岩
渕

の
反
対
に
よ
り
容
易
に
実

現
す
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。

こ
う
し
た
状
況
を
端
的
に
物
語
る
史
料
と
し
て
、
安
永
四
年
と
推
定
で
き
る
嘆

(
1
)

願
書
が
あ
る
の
で
そ
の
概
略
を
示
す
と
次

の
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
ま

ず
、
岩
渕
i

蒲
原
問
の
陸
附
と
廃

止
し
、
通
船
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、

甲
州
の
年
貢
米
の
廻
米
で
は
廻
米
出
役
入
用
以
下
の
諸
入
用
が
岩
渕
で
の
積
替
え

が
な
い
た
め
に

一
河
岸
分
減
じ
、
積

下
し
の
米

の
痛
み
が
な
く
な
り
、
陸
附
の
た

め
の
滞
貨
も
な
く
短
時
間
に
清
水
港

へ
着
く
よ
う
に
な
る
。
こ
の
た
め
岩
渕
村
が

難
儀
を
す
る
と
は
い
っ
て
も
、
こ
れ
は
甲
州

一
国

の
百
姓

の
た
め
ぜ

ひ
実

施

し

て
欲
し
い
。
次
に
甲
州
か
ら
信
州
ま
で
送
ら
れ
る
塩
は
、
清
水
港
に
塩
船
が
入
る

と
岩
渕
の
者
が
出
向
い
て
引
取
り
四
斗
俵
を
三
斗
五
升
に
こ
し
ら
え
、
甲
州
の
塩

商
人
が
出
向
く
と
、
塩
は
岩
渕
だ
け
で
取
賄

っ
て
い
る
の
で
、
岩
渕
の
問
屋
は
互

い
に
申
合
せ
た
高
値
で
売
り

つ
け
る
た
め
甲
州
で
は
難
儀
を
し
て
い
る
。
そ
こ
で

清
水
港

へ
出
向
い
て
買
い
付
け
て
い
る
が
、
陸
附

の
た
め
升
切
れ
が
多
く
、
甲
州

へ
の
発
送
で
も
岩
渕
に
種
々
妨
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
蒲
原
か
ら
通
船
か
陸

附
し
た
も
の
を
、
岩
渕
を
通
さ
ず
、
松
岡
よ
り
甲
州

へ
送
り
、
塩
値
段
の
安
定
を

は
か
り
た
い
。
岩
渕
よ
り
塩
を
送
れ
ば
松
岡
よ
り
送
る
も
の
よ
り
年
六
万
俵
と
し

て
実
に
二
千
七
百
両
も
高
い
。
こ
の
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
上
り
下
り
の
船
と
も
、

蒲
原
ま
で
通
船
さ
せ
る
か
、
塩
荷
を
岩
渕
か
ら
三
河
岸
、
あ
る
い
は
松
岡
か
ら
三

河
岸

へ
送
る
か
、
蒲
原
か
ら
通
船
で
三
河
岸
に
送
る
か
は
、
荷
主
の
勝
手
に
し
て

欲
し
い
と
い
う
も
の
で
あ

っ
た
。
こ

の
史
料
に
よ
れ
ば
甲
州
側
に
あ

っ
て
蒲

原

-

三
河
岸
間
の
通
船
が
、
い
か
な
る
理
由
で
望
ま
れ
て
い
た
か
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
。

他
方
駿
州
側
に
あ

っ
て
も
、
毎
年

四

・
五
万
俵
に
も
の
ぼ
る
甲
州
か
ら
の
廻
米

輸
送
の
た
め
、
岩
渕
の
負
担
す
る
無
賃
附
送
り
五
千
二
百
俵
余

の
外
は
、
庵
原

・

富
士
郡
下
各
村
に
は
輸
送
俵
数
と
牛
馬
の
割
当
を
行

っ
た
か
ら
各
村
は
大
き
な
負

(
2
)

担
で
あ

っ
た
。
こ
の
た
め
廻
米
輸
送
の
船
路
を
開
こ
う
と
す
る
動
き
が
あ
り
、
天

保
九
年
に
は
、
富
士
川
西
岸
小
桝
形
向
か
ら
蒲
原
浜
馬
間

(灌
)
洲
東
側
に
あ
る

船
溜
り
ま
で
九
百
五
十
間
の
問
に
、
灌
漑
用
水
路
を
利
用
し
、

一
部
掘
割
り
を
作

り
船
路
が
開
か
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
ど
の
程
度
利
用
さ
れ
た
か
不
明
で
あ
る

が
、
完
成
後
十
七
年
を
経
た
安
政
二
年
の
大
地
震
に
よ
り
利
用
価
値
を
失

っ
て
し

(
3
)

'

ま
っ
た
。
そ
の
規
模
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

御
廻
米
船
路
堀
川
筋
仕
上
帳

蒲
原
宿

字
小
桝
形
向
よ
り
馬
間
洲
迄
堀
川
筋

長

九
百
五
十
間

一

堀
割

長
百
七
十
五
間

平
均
深
二
尺

敷

一
丈
五
尺

上
口
一
丈
入
尺

一

堀
割

長
五
十
間

平
均
深
二
尺

横
入
間

人
足
千
四
百
六
十
八
人

但
砂
利
捨
坪
五
人
と
見
る

内

訳

二
十
間

小
桝
形
向
分

十
間

大
桝
形
留
出
下

五
十
聞

外
提
六
番
向

五
十
間

同
所
築
留
下

十
五
問

同

所
下

三
十
間

馬
間
洲
東
下

五
十
間

船
繋
所

(船
囲
と
も
い
う
)

小
計
約
二
十
両
也

天
保
九
戌
年
閏
四
月

江
川
代
官
所
蒲
原
宿

以
上
の
よ
う
に
、
甲
駿
双
方
共
に
岩
渕
i

蒲
原
間
の
船
路
開
通
の
要
望
は
強

く
、
天
保
九
年
に
は
そ
の
開
通
を
み
た
が
、
利
用
さ
れ
な
い
ま
ま
に
使
用
不
能
と

な
り
明
治
期
を
迎
え
た
の
で
あ

っ
た
。

甲
州
に
あ

っ
て
は
、
明
治
元
年
よ
り
四
年
ま
で
の
間
、

一
か
年
ご
と
を
限
り
毎

年
石
代
金
納
が
行
わ
れ
た
た
め
廻
米
は
な
く
、
五
年
に
な
り
再
び
廻

米

が

復

活

(
4
)

し
た
。
ま
た
廻
米
と
と
も
に
、
富
士
川
舟
運
の
積
荷
の
う
ち
最
も
重
要
で
あ

っ
た

塩
も
こ
の
時
期
か
ら
活
況
を
呈
し
は
じ
め
た
。

こ
の
塩
は
、
明
治
元
年
十
二
月
以
来
山
梨
県
に
よ
り
政
府
資
金
五
万
両
を
も

つ

て
生
産
地
よ
り
直
接
移
入
し
、
富
士
川
水
運
に
よ
ら
ず
、
中
道
往
還

(駿
州
吉
原

よ
り
北
上
し
て
精
進
湖
岸
を
経
て
甲
府
に
至
る
)
を
輸
送
し
、
入
塩
商
社

の
手
に

Zo>
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よ
り
県
下
に
配
給
す
る
こ
と
に
よ
り
、
塩
価
格
の
低
廉
化
と
流
通
の
円
滑
化
を
は

か
る

「御
入
塩
仕
法
」
が
行
わ
れ
た
た
め
、
富
士
川
水
運
の
衰
微
を
ひ
き
お
こ
し

た
。
し
か
し
、
御
入
塩
仕
法
が
諸
々
の
原
因
に
よ
り
失
敗
し
五
年
二
月
に
終
り
を

つ
げ
た
た
め
、
再
び
富
士
川
水
運
に
よ
る
塩
の
移
入
が
盛
ん
と
な
り
だ
し
た
の
で

(
5
)

あ

っ
た
。

こ
の
よ
う
な
廻
米
復
活
と
塩
移
入

の
活
況
が
、
政
府
に
よ
る
陸
運
会
社
設
立
の

方
針
と
も
か
ら
み
あ
い
な
が
ら
、
富
士
川
水
運
に
新
し
い
発
展
の
方
向
を
模
索
す

る
気
運
を
た
か
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
う
し
た
こ
と
を
背
景
に
五
年
六
月
三
河

岸
通
船
取
扱
人
四
名
に
よ
り
会
社
設
立
が
行
わ
れ
、
山
梨
県
の
勧
奨
に
よ

っ
て
六

年
十
月
の
富
士
川
運
輸
会
社
の
設
立
申
請
が
行
わ
れ
る
中
で
、
岩
渕
-

蒲
原
間

の
水
道
建
築

の
問
題
が
表
面
化
し
て
き

た
の
で
あ

っ
た
。

こ
の
時
期
、
岩
渕
i

蒲
原
問
に
新
水
道
を
建
築
し
よ
う
と
す
る
計
画
が
、
ど

の
よ
う
な
経
緯
か
ら
実
現
を
み
た
が

必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
が
、
設
立
発
起
人

の

一
人
で
後
に
発
起
人
間

の
対
立
か
ら
訴
訟
を
起
し
た
原
告
明
楽
和
貴
の
訴
状
に

(
6
)

よ
れ
ば
、
次

の
よ
う
で
あ

っ
た
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
明
治
五
年
十
月
、
武
田
弘
造
に
よ

っ
て
新
水
道
建
築
計
画
が

発
起
さ
れ
、
明
楽
や
蒲
原
宿
関
係
者
等
に
は
か
り
合
意
に
達
し
、
さ
ら
に
武
田
は

甲
州
に
出
向
き
関
係
者
と
協
議
約
定

し
た
。
そ
の
後
、
翌
六
年
二
月
甲
州
側
か
ら

武
藤
藤
太

・
雨
宮
宇
兵
衛
の
両
人
が
蒲
原
に
出
張
協
議
し
、
同
年
九
月
山
梨

・
静

岡
両
県
に
出
願
す
る
に
至

っ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
九
月
の
出
願
は
、
願
意
不
充
分

で
あ

っ
た
た
め
却
下
さ
れ
、
あ
ら
た
め
て

十

一
月
中
に
再
出
願
し
た
。
こ
の
再
出
願
の
際
に
武
田

・
明
楽
が
直
接
加

っ
て
い

な
か
っ
た
こ
と
が
訴
訟
の
原
因
と
な
り
、
そ
の
後
両
人
は
敗
訴
し
た
た
め
発
起
人

よ
り
脱
落
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
と
も
あ
れ
、
再
出
願
を
受
け
た
両
県
か
ら
六
年

十
二
月
大
蔵
省
に
稟
議
が
行
わ
れ
、
翌
七
年
三
月
内
務
省
よ
り
認
可
さ
れ
た
も
の

(
7
)

で
あ

っ
た
。
な
お
こ
の
出
願
に
名
を
列
ね
た
者
は
次
の
十
二
名
で
あ
っ
た
。

山
梨
県
管
内
甲
斐
国
山
梨
郡
第
四
区
上
村

戸

長

坂

本
庄
左
衛
門

同

国
八
代
郡
第
四
区
上
黒
駒
村

神
坐
山
大
神
祠
官

武

藤

藤

太

同

国
同
郡
同
区
下
黒
駒
村

戸

長

雨

宮

宇
兵
衛

同

国
同
郡
同
区
塩
田
村

副

戸

長

古
屋
八
郎
右
衛
門

静
岡
県
管
下
駿
河
国
庵
原
郡
第
三
大
区

一
小
区
蒲
原
駅

戸

長

平

岡

久
兵
衛

同

駅

副

戸

長

佐

藤

信
次
郎

同

駅

農

塩

阪

長
兵
衛

同

駅

戸

長

山

寄

善

次

同

国
駿
東
郡
第

一
大
区
沼
津
駅
上
土
町
農

佐

藤

幸

入

同

県
貫
属

明
楽
政
太
郎
父

明

楽

和

貴

千
葉
県
貫
属

士

族

三

浦

千

尋

東
京
第
六
大
区
二
小
区
深
川
大
和
町

一
番

地

主

武

田

弘

造

こ
こ
に
提
出
さ
れ
た
設
立
願
書
に
つ
い
て
み
る
と
大
略
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ

(
8
)

っ
た
。
「実
地
ノ
景
況
将
来
之
立
益
丁
寧
反
復
商
議
仕
」

他
方

「水
道
建
築
場
所

二
於
テ

ハ
隣
村
等

エ
モ
及
示
談
候
処
更

二
故
障

モ
無
」
塩

の
移
入
に
よ
る
甲
州

の

利
益
は
年
額
凡
五
千
円
に
達
し
、
運
賃
諸
費
の
高
値
か
ら
移
入
困
難
で
あ

っ
た
品

物
も

「是
又
過
分

二
可
相
成
見
込
」
で
あ
る
。
水
道
建
築
費

の
消
却

に

つ
い

て

は
、
富
士
川
運
輸
会
社

に

お

い

て
塩

・
諸
荷
物
に
支
消
金
を
課
し
て
四
か
年
を

も

っ
て
消
却
を
終
え
る
。

そ
し
て
、

こ
の
新
水
道
が

完
成
す
れ
ば

「甲
信
駿
三

国
之
商
業
モ
目
々
隆
盛
諸
産
物
等
モ
随

テ
繁
殖

二
及
ヒ
上
者
開
明
進
歩
之

一
助

ニ

モ
相
成
下

ハ
三
国
之
人
民
交
通
ノ
利
用
候
様
仕
度
」
と
そ
の
認
可
を

訴

え

て

い

る
。設

立
願
書
に
添
付
し
た
と
い
う
建
築
見
積
仕
様
帳

一
綴

・
絵
図
面
四
本

・
出
金

人
員
表
等
が
残
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
不
明
な
点
が
多

い
が
、
そ
の
意
図
は
充
分

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
前
述
の
ご
と
く

一
つ
は
富
士
川
水
運
の
欠

点
で
あ
る
岩
渕
i

蒲
原
問
の
陸
附
送
り
を
な
く
す
こ
と
で
あ
り
、
他
は
入
塩
に

対
す
る
岩
渕
の
独
占
の
排
除

で
あ

っ
た
。
特
に
入
塩
に
つ
い
て
は
、
新
水
道
建
築

費
支
消
を
負
う
富
士
川
運
輸
会
社
の
設
立
願
書
を
見
れ
ば
、
よ
り
具
体
的
に
知
る

(
9
)

こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
支
消
金
年
約
五
千
円
の
内
訳
は
、
す
べ
て
岩

渕
に
お
い
て
必
要
と
す
る
諸
経
費
-

岩
渕
賄
料
不
用
分
八
百
円
・
岩
渕
蒲
原
間

駄
賃
分
二
千
四
百
円

・
岩
渕
塩
縊
立
減
目
分
千
六
百
二
十
円

・
岩
渕
口
銭
不
用
分

百
四
十
四
円
i

で
あ

っ
て
、
入
塩
の
際
岩
渕
河
岸
を
経
由
し
な
い
こ
と
に
よ
っ

zi)
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要研 究 紀

て
生
じ
る
差
額
を
も

っ
て
新
水
道
を
建
築
し
、
岩
渕

の
独
占
を
制
し
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ

っ
た
。

新
水
道
建
築

へ
の
出
資
者
は
正
確
に
は
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ

の
後
の
史
料
で
み
る
限
り
、
こ
れ
ら
発
起
人
と
ほ
ぼ

一
致
す
る
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
そ
こ
で
こ
れ
ら
発
起
人
に

つ
い
て
み
る
と
、
こ
れ
を
三
グ

ル
ー
プ
に
大

別
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
後
に
甲
州
社
中
と
よ
ば
れ
る
甲
州
在

住

の
坂

本

・
武

藤

・
古
屋

・
雨
宮
と
、
駿
州
社
中
と
よ
ば
れ
る
蒲
原
駅
関
係
者
で
あ
る
平
岡

・
佐

藤

・
塩
阪

・
山
嵜
、
そ
れ
に
こ
の
両
社
中
に
属
さ
な
い
佐
藤

幸

入

・
明

楽

・
三

浦

・
武
田
の
三
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。

こ
れ
ら
発
起
人
は
い
ず
れ
も
新
水
道
建
築
の
意
図
に
は
賛
成
で
あ

っ
た
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
が
、
必
ず
し
も
そ
れ
ぞ
れ
最
終
目
的
は

一
致
す
る
も
の
で
は
な

か

っ
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

ま
ず
そ
れ
に
つ
い
て
駿
州
社
中
を
み
る
と
、
平
岡
久
兵
衛
は
蒲
原
宿
旧
本
陣
と

し
て
、
ま
た
塩
阪
長
兵
衛
は
同
じ
く
旧
問
屋
と
し
て
い
ず
れ
も
宿
駅
の
業
務
に
た

ず
さ
わ
り
、
佐
藤
信
次
郎
は
船
持
ち
と
し
て
廻
船
業
を
営
ん
で
い
た
。
し
た
が

っ

て
蒲
原
浜
を
富
士
川
に
結
び
、
こ
れ
を
富
士
川
の
河
口
港
と
し
て
繁
栄
さ
せ
よ
う

と
考
え
た
で
あ
ろ
う
し
、
新
水
道
建
築
に
は
最
も
積
極
的
で
あ

っ
た
こ
と
は
容
易

に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

直
接
運
輸
と
関
係
を
も
ち
、
富
士
川
水
運
と
も
係
り
の
深
い
駿
州
社
中
に
対
し

て
、
甲
州
社
中
の
人
々
は
い
ず
れ
も
運
輸
あ
る
い
は
富
士
川
水
運
と
は
直
接
的
な

係
り
あ
い
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る
人

々
で
あ
る
。
そ
の
点
何
故
新
水
道
建
築
を
意

図
し
た
か
明
確

で
な
い
。
新
水
道
建
築
費

の
消
却
の
た
め
の
支
消
金
取
立
を
行
う

富
士
川
運
輸
会
社
の
社
長
で
あ
り
、

出
資
者

の

一
人
と
し
て
、
後
に
は
甲
州
社
中

の
新
水
道
建
築
費
を
肩
替
り
す
る
遠
藤
総
知
を
は
じ
め
と
す
る
富
士
川
運
輸
会
社

関
係
者
は
、
出
資
者
等
に
は
な
る
が
、
甲
州
社
中
と
し
て
発
起
人
に
は
加
ら
ず
、

武
藤
等
に
対
し
て
は
あ
く
ま
で
援
助
者
に
過
ぎ
な
い
。
や
は
り
新
水
道
建
築
の
中

心
は
武
藤
等
甲
州
社
中
の
人
々
で
あ

っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
富
士
川
水
運
に
直
接
関
係
を
持
た
な
い
甲
州
社
中

の
人
々
で
は

あ
る
が
、
新
水
道
建
築
が
広
く
甲
信

に
稗
益
す
る
と
信
じ
て
こ
の
事
業
を
発
起
し

た
だ
ろ
う
こ
と
は
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
れ
以
上
の
意
図
は
容
易
に
捜
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
そ
う
し
た
中
に
あ

っ
て

一
つ
の
手
掛
り
を
与
え
て
く
れ
は
し
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
甲
州
社
中
と
あ

っ
て
中
心
的
役
割
を
は
た
し
た
武
藤

と
、
小
沢
雅
楽
之
助

(
一
仙
)
と
の
関
係
で
あ
る
。

武
藤
家
は
代

々
上
黒
駒
村
八
反
田
に
住
み
神
座
山
桧
峯
神
社
神
主

で

あ

っ
た

が
、
藤
太
は
幕
末
父
武
藤
外
記
昌
通
と
と
も
に
勤
皇
運
動
に
深
く
関
係
し
、
多
く

の
勤
皇
運
動
家
と
交
渉
を
も

っ
た
。
そ
う
し
た
運
動
家
の

一
人
に
伊
豆
松
崎
出
身

の
小
沢
が
い
た
。
小
沢
は
、
後
明
治
元
年
二
月
、
高
松
実
村
を
主
将
と
し
て
官
軍

鎮
撫
隊
と
称
し
東
山
道
諸
藩
を
帰
順
さ
せ
、
信
州
よ
り
甲
府
に
入

っ
た
が
、
三
月

総
督
府
よ
り
偽
勅
使
と
し
て
断
罪
に
な
っ
た
。
当
初
は
宮
大
工
で
あ
り
、
武
藤
家

に
長
く
寄
食
し
、
武
藤
父
子
の
影
響
を
う
け
勤
皇
運
動
に
入

っ
た
。
し
か
し
、
生

来
発
明
工
夫

の
才
が
あ
り
、
慶
応
三
年
か
ら
四
年
に
か
け
、
加
賀
藩
を
説
き
、
敦

賀
-

琵
琶
湖
間
に
水
路
を
開
き
敦
賀
と
大
阪
を
結
ぶ
開
削
工
事
に
着
手
し
、
そ

(
10
)

れ
に
関
し
武
藤
藤
太
に
も
度

々
書
簡
を
送

っ
て
い
た
。

こ
の
事
実
と
併
せ
考
え
る
と
水
道
建
築
に
関
す
る
知
識
を
武
藤
は
小
沢
か
ら
得

(
11

)

て
お
り
、
武
藤
自
身
測
量
や
製
図
の
技
術
を
も

っ
て
い
た
上
、
目
頃
岩
渕
i

蒲

原
間
の
水
道
建
築

の
必
要
性
を
考
え
て
い
た
所

へ
、
駿
州
側
の
計
画
を
聞
き
、
妻

登
布
の
実
父
坂
本
庄
左
衛
門
を
説
き
、
雨
宮

・
古
屋
な
ど
知
人
に
積
極
的
に
働
き

か
け
、
新
水
道
建
築
事
業
に
着
手
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き

(12
)

る
。こ

の
よ
う
な
甲
駿
社
中
に
対
し
、
第
三
の
グ

ル
ー
プ
に
大
別

し

た

武

田

・
三

浦

・
明
楽

・
佐
藤
幸
入
等
は
何
故
こ
の
事
業
に
参
加
し
た
が
ま

っ
た
く
不
明
で
あ

る
。
こ
の
う
ち
三
浦
以
外
は
二
、
三
年
後
に
は
脱
落
し
て
い
く
が
、
武
田
は
当
初

計
画
の
中
心
人
物
で
あ

っ
た
点
を
考
え
る
と
、
新
水
道

の
完
成
に
よ
り
多
大

の
利

益
が
見
込
ま
れ
る
業
種
-

例
え
ば
塩
あ
る
い
は
木
材
な
ど
に
係
る
商
人
か
、
投

資
を
目
的
と
す
る
事
業
家
で
は
な
か

っ
た
か
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た

明
楽
に

つ
い
て
は
、
静
岡
県
貫
属
士
族
で
あ
る
点
を
考
え
る
と
旧
幕
臣
出
身
で
、

測
量

・
土
木
関
係
の
技
術
担
当
と
し
て
加
わ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想

像

す

る

が
、
こ
れ
は
ま

っ
た
く
の
想
像
で
あ
り
、
さ
ら
に
今
後
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
、あ

る
。以

上

の
よ
う
な
意
図
の
も
と
に
山
梨

・
静
岡
両
県
と
新
水
道
建
築
の
出
願
が
さ

(22)



れ
た
の
を
受
け
、
両
県
で
協
議
の
上
、
六
年
十
二
月
二
十
四
日
大
蔵
省
に
禀
議
書

が
提
出
さ
れ
㌔

)そ
れ
に
よ
る
と
・
従
来
通
り
岩
渕
-

蒲
原
問
で
駄
送
が
行
わ

れ
る
揚
合
、
「積
卸
等

ノ
疎
漏
ヨ
リ
シ
テ
現
塩

ノ
減
欠

ハ
勿
論
蒲
原

ヨ

リ
岩
渕
迄

ノ
間
駄
賃
并
蔵
舗
手
数
料
口
銭
等
多
分

二
相
掛
リ
大
凡
原
価
ノ
十
分
ノ

=

一相
揚

其
外
無
用
ノ
冗
費
相
嵩
ミ
甲
国
ノ
損
毛

ハ
申
迄

モ
無
之
隣
県

ニ
モ
致
波
及
兎
角
古

来
因
襲
ノ
弊
習
矯
正
ノ
期

二
至
兼
苦
慮
罷
在
候
」

と
述
べ
、

「今
後
甲
駿
ノ
便
用

ハ
勿
論
隣
県
ノ
益
筋

ニ
モ
相
成
儀
」
と
積
極
的
に
新
水
道
建
築
認
可

を
推

奨

し

た
。こ

の
禀
議
に
先
立
ち
、
同
年
十

一
月

二
十
日
山
梨
県
は
富
士
川
運
輸
会
社
の
設

立
に
つ
い
て
も
禀
議
を
大
蔵
省
に
提
出
し
て
い
る
。
そ
の
願
書

の
中
で
同
社
に
よ

り
新
水
道
建
築
費
の
支
消
に
つ
い
て
述

べ
ら
れ
、
そ
の
具
体
的
方
法
に
つ
い
て
も

蒲原新永道の建築と経営について

表1支 消 計 画

利 元利合副 払込椡 払込讖
円 円1 円

年次1年 賦額1金

(‐)sss.so

(一)414.16

(+)lsg.so

(-1-)838.60

円
4,963.20

ii

//

//

5,850

5,377.36

4,774.60

4,124.60

2,600

2,127.36

1,.524.60

874.60

円

3,250

//

//

ノノ

 

-
亠

2

3

4

計1・3・ …17,・26・5612・ ・126・561・9・852・8・i(一)273・76

註1.運 輸会社創立出願書中 「蒲原新水道建築諸費用金支消表」V'より作製。

2.金 利中には年賦の金利と年賦 と払込額の差の金利とが入っている。

「蒲
原
新
水
道
建
築
諸
費
用
金
支
消
表
」

を
も

っ
て
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
岩
渕
で

の
諸
経
費
を
節
約
し
表
1
に

み

る

よ

う

に
、
年
額
約
五
千
円
つ

つ
四
か
年
を
も

っ

て
元
利
合
計
約
二
万
円
を
支
消
す
る
も
の

で
あ

っ
た
。
し
た
が

っ
て
、
当
然
な
が
ら

富
士
川
運
輸
会
社
設
立
と
薪
水
道
建
築

の

両
方
の
認
可
は
、
不
可
分
の
関

係

に

あ

(
14

)

り
、
内
務
省
に
よ
り
運
輸
会
社
設
立
が
翌

七
年

一
月
二
十

五

目

に

認

可

さ

れ

る

と
、
こ
れ
を
追

っ
て
同
年
三
月
十
五
目
新

水
道
建
築
の
認
可
が
与
え
ら
れ
、
同
年

三

月
十
九
日
山
梨
県
に
よ
り
、
同
月
二
十
七

日
静
岡
県
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
事
者

に
認
可
書
が
下
附
さ
れ
た
の
で
あ

っ
た
。

そ
れ
は
次
の
よ
う
な
文
面
の
も
の
で
あ

っ

た
。

「書
面
山
梨
県
下
甲
斐
国
山
梨
郡
上
村

坂
本
庄
左
衛
門
外
拾
壱
名
自
費
ヲ
以
富
士

川
末
流

ヨ
リ
蒲
原
迄
水
路
ヲ
開
候
儀

ハ
聞
届
候
条
潰
地
可
相
成
反
別
毎
村

一
筆
限

貢
租
共
取
調
絵
図
面
相
添
尚
可
伺
出
事
」

こ
れ
に
よ
り
、
五
年
十
月
武
田
弘
造
に
よ
り
発
起
さ
れ
て
か
ら
約

一
年
五
か
月

を
経
て
漸
く
着
工
の
は
こ
び
と
な
っ
た
の
で
あ

っ
た
。

2

工
事
と
資
金
調
達

明
治
七
年
三
月
新
水
道
建
築
に

つ
い
て
認
可
が
与
え
ら
れ
、
翌
四
月
着
工
し
よ

う
と
し
た
が
、
工
事
区
域
で
は
す
で
に
春
耕
が
始
ま
り
、
田
方
用
水
に
工
事

の
影

響
が
あ
る
こ
と
か
ら
着
工
は
延
期
さ
れ
、
取
入
れ
の
終

っ
た
十
月
二
十
五
日
、
用

(
15
)

地
取
得

・
水
路
掘
割
り
の
模
様
を
両
県
官
に
検
査
を
受
け
る
申
請
を
行
い
、

い
よ

(
16

)

い
よ
十

一
月
よ
り
着
工
し
た
。

こ
の
工
事
に
つ
い
て
は
、
残
さ
れ
た
工
事
関
係
史
料
か
ら
ほ
ぼ
そ
の
姿
を
う
か

(
17

)

が
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
れ
等
に
よ
れ
ば
、
図
で
み
る
よ
う
に
岩
渕
村

の
南
に
あ
る
中

ノ
郷
村
地
先

の

富
士
川
よ
り
新
水
道
を
開
き
、

一
部
用
水
路
等
を
利
用
し
な
が
ら
、
蒲
原
宿
南
海

浜
に
あ
る
船
溜
り
ま
で
約
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
i

一
里
の
間
に
通
船
路
を
設
け
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。

こ
の
工
事
を
請
負

っ
た
の
は
、
甲
州
の
嶋
津
善
兵
衛

で
あ

っ
た
と

考

え

ら

れ

る
醤

事
の
内
容
に
つ
い
て
は
水
道
爨

出
願
に
添
付
さ
れ
た
工
事
見
積
晝

絵

図
面
等
な
い
た
め
、
完
全
に
は
そ
の
姿
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
工
事
関
係

史
料
を
通
し
て
や
や
具
体
的
に
整
理
し
て
み
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
工
事
は
、
ほ
ぼ

段
階
を
追
い
な
が
ら
大
略
四
部
分
に
別
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち

①
掘

拡
げ

・
掘
割
り
工
事

②
埋
戻
し

・
築
堤
工
事

③
堤

・
水
路
補
強
工
事

④
付

帯
工
事

が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
段
階
と
し
た
が

っ
て
工
事
の
進
行
の
あ
と
を
た

ど
る
と
次
の
よ
う
で
あ

っ
た
。

ま
ず
、
従
来
あ
る
灌
漑
用
水
路
の
う
ち
、
船
路
と
し
て
狭
隘
の
も
の
に
つ
い
て

拡
幅
ま
た
は
掘
下
げ
が
行
わ
れ
る

一
方
、
新
船
路
の
た
め
の
掘
割
り
が
行
わ
れ
、

こ
れ
ら
と
、
そ
の
ま
ま
船
路
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
の
で
き
る
従
来
か
ら
の
灌
漑

用
水
路
と
を
結
ぶ
工
事
が
進
め
ら
れ
る
。

こ
の
工
事
の
中
に
は
、
富
士
川
よ
り
新
水
道
に
入
る
た
め
の
富
士
川
本
堤
の
切

(23}
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要研 究 紀

開
き
と
、
新
水
道
と
交
差
す
る
富
士
川
の
桝
形
外
堤
、
谷
津
沢

・
山
居
沢
の
堤
の

そ
れ
ぞ
れ
切
開
き
も
行
わ
れ
、
さ
ら
に
船
溜
り
の
掘
拡
げ
、
悪
水
吐
の
た
め
の
船

溜
り
か
ら
海
浜
ま
で
の
掘
割
り
が
含
ま
れ
て
い
た
。

こ
れ
で
わ
か
る
よ
う
に
、
富
士
川
か
ら
取
入
れ
ら
れ
た
灌
漑
用
水
は
、
桝
形
ま

で
導
か
れ
配
分
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
間
の
水
路
が
船
路
用
に
掘
拡
げ
ら

れ
た
の
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
桝
形
か
ら
作
場
道
ま
で
と
、
谷
津
沢
と
山
居
沢
間

の
既
設
の
灌
漑
用
水
路
は
、
囲
堤
や
江
台
に
よ
り
機
能
を
高
め
て
使
用
さ
れ
、
作

場
道
と
谷
津
沢
間
、
山
居
沢
と
船
溜
り
間
及
び
悪
水
吐
の
た
め
の
船
溜
り
と
海
浜

問
の
三
区
間
は
、
新
た
に
船
路
と
し
て
掘
割
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

次
に
、

こ
れ
ら
掘
拡
げ
あ
る
い
は
掘
割
り
に
よ
っ
て
得
た
土
砂
を
使

っ
て
、

一

度
切
開
い
た
堤
の
部
分
ー

富
士
川

の
本
堤
と
桝
形
外
堤
1

と
、
舟
溜
り
か
ら

の
悪
水
吐
の
海
浜
口
に
伏
樋
を
入
れ
て
埋
戻
し
、
堤
を
再
び
築
き
、
そ
の
ま
ま
船

路
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
の
で
き
る
従
来
か
ら
の
灌
漑
用
水
路
と
、
低
地
の
掘
割

り
は
、
氾
濫
を
防
ぐ
た
め
の
囲
堤
や
江
台
を
築
い
た
の
で
あ

っ
た
。

こ
こ
ま
で
の
工
事
に
よ

っ
て
新
水
道
は
ほ
ぼ
形
を
整
え
た
こ
と
と
な
る
が
、
富

士
川
よ
り
新
水
道
に
入
る
部
分
は
以
前
に
も
増
し
て
堤
を
強
化
す
る
必
要
か
ら
、

堤
上
に
は
土
砂
を
上
置
き
し
て
堤
を
高
く
し
、
富
士
川
側
に
は
中
枠
を
も

っ
て
護

岸
を
行
い
、
さ
ら
に
蛇
籠
に
よ

っ
て
固
め
る
工
事
が
行
わ
れ
た
。
ま
た
出
来
上

っ

た
新
水
道
の
補
強
と
し
て
、
囲
堤
の
表
裏
と
船
溜
り
の
周
囲
は
杭
木
と
葉
唐
竹

・

粗
朶
を
も

っ
て
杭
篇
を
作
り
、
土
砂

の
崩
壊
を
防
ぐ
工
事
が
行
わ
れ
た
。

最
後
に
付
帯
工
事
と
し
て
、
新
水
道
と
交
差
す
る
谷
津
沢
と
山
居
沢
に
は
、
新

水
道

の
上
に
掛
渡
井
を
わ
た
し
て
沢
水
を
通
し
、
新
水
道
を
横
断
す
る
た
め
の
土

橋
が
七
か
所
掛
け
ら
れ
た
の
で
あ

っ
た
。

七
年
十

一
月
着
工
以
来
七
か
月

の
目
時
を
用
し
て
八
年
六
月
完
工
す
る
の
で
あ

る
が
、

こ
の
工
事

の
進
捗
に
つ
い
て
は
武
藤
の
残
し
た

「蒲
原
新
水
道
建
築
中
庶

庸
留
」
(古
七
i

一
六
二
五
)
に
精
し
い
。
そ

れ

に
よ
る
と
甲
州
か
ら
は
同
年

二

月

一
日
坂
本

・
古
屋
の
両
名
が
、
続
い
て
二
十
八
目
に
は
武
藤
が
蒲

原

に

出

張

し
、
駿
州
社
中

の
塩
阪

・
平
岡

・
佐
藤
等
と
共
に
工
事
現
揚
を
見
廻
り
、
絵
図
面

を
引
き
、
水
盛
を
行

い
、
興
益
社
か
ら
の
借
入
金
の
交
渉
を
行
い
、
山
梨

・
静
岡

県
と
接
渉
し
、
武
田
弘
造
を
原
告
と
す
る
訴
訟
を
う
け
静
岡
裁
判
所
に
出
向
く
等

(24}



蒲原新水道の建築と経営について

席

の
暖
ま
る
問
も
な
い
多
忙
の
日
を
過
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
完
工
し
た
新
水
道
で
あ

っ
た
が
、
そ
れ
に
必
要
と
し
た
資
金

と
そ
の
調
達
は
ど
の
よ
う
に
し
て
な
さ
れ
た
か
、
次
に
み
る
こ
と
と
す
る
。

(
19
)

必
要
工
費
は
、
新
水
道
建
築
の
出
願
書
に
よ
れ
ば

一
万

一
千
四
百
九
十
円
余
、

ま
た
富
士
川
運
輸
会
社
が
設
立
願
書

に
添
付
し
た

「蒲
原
新
水
道
建
築
諸
費
用
金

支
消
表
」
に
よ
れ
ば

一
万
三
千
円
で
あ

っ
た
。
と
こ
ろ
で
実
際
に
か
か

っ
た
建
築

費
に

つ
い
て
み
る
と
、
工
事
関
係
史
料
を
集
計
す
る
と
工
費

の
み
で
約

一
万

円

余
、
人
足
約
四
千
人
を
必
要
と
し
た
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
明
治
十
年
二
月
の
調

(
20
)

査
書
に
よ
る
と
工
費
は

一
万
千
七
百

入
十
四
円
余
で
あ
り
、
こ
れ
に
七
年
十

一
月

よ
り
八
年
十
二
月
ま
で
工
事
中
の
興
益
社
か
ら
の
借
入
金
利
等
関
係
諸
費
二
千
百

九
十
二
円
を
加
え
る
と
、
約

一
万
四
千
円
程
で
あ

っ
た
こ
と

が

わ

か

る
。
し
か

し
、
こ
の
調
査
書

の
末
尾
に

「新
水
道
建
築
諸
入
費
全
金
額
之
外

二
私
納
及
ヒ
其

他
障
碍
ヲ
受
ケ
目
延
ヲ
避
ク
ル
カ
為

二
入
費
相
嵩
不
得
止
時
借
致
シ
立
替
等
モ
致

シ
先
般
募
金
已
而

ニ
テ
者
不
足
相
立
候
故
建
築
入
費
之
内
皆
勘
定
出
来
兼
金
主
方

汐
追
々
督
責
ヲ
受
候
得
共
未
タ
金
員
不
足
シ
テ
切
迫
難
渋
罷
在
候
」
と
述
べ
て
い

る
よ
う
に
、
工
事
中
よ
り
資
金
不
足
に
悩
み
、
完
成
後
支
消
金
渉
運
輸
会
社
よ
り

入
金
し
は
じ
め
て
も
資
金
繰
り
と
工
事

の
精
算
に
追
わ
れ

て

い

る
様
子
が
わ
か

る
。

(21
)

「
新
水
道
入
費
支
消
取
立
井
取
立
収
入
取
調
簿
」
に
よ
れ
ば
、
完
工
す
る
八
年

六
月
ま
で
の
間
に
、
工
事
着
工
を
目
前
に
し
た
明
治
七
年
十
月
二
十
二
日
坂
本
敬

義
に
よ
る
千
五
十
円
の
借
入
を
は
じ
め
と
し
て
、
坂
本
敬
義

千

五

百

円

(7

・

10
/
22
、
11
/
2
)、
古
屋
典
義
千
五
百
円

(7

・
12
/
25
)、
武
藤

藤

太

千

円

(8

・
2
/
28
)
、
塩
阪
長
兵
衛
千
五
百
円

(8

・
4
/
7
)
、
平
岡
久
兵
衛
千
円

(
8

・
4
/
23
)
、
佐
藤
信
次
郎
五
百
円

(8

・
5
/
11
、
5
/
30
)
計
七
千
円
の

(
22
)

資
金
が
甲
府
の
興
益
社
か
ら
借
入
さ
れ
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
八
年
六
月
二
十
三
日

名
取
善
十
郎
他
十
名
の
甲
州
の
者
た
ち
に
よ
り
千
円
が
出
資
さ
れ
、
総
計
入
千
円

の
資
金
が
調
達
さ
れ
た
が
、

こ
の
金
利

は
坂
本
等
六
名
が
興
益
社
よ
り
借
入
し
た

七
千
円
は
月
利

一
%
、
名
取
他
十
名

の
千
円
は
月
利

一
・
五
%
で
あ

っ
た
か
ら
、

完
工
ま
で
に
金
利

の
み
で
表
E
に
み
る
よ
う
に
三
百
六
十
入
円
と
な

っ
て
い
た
。

入
年
六
月
に
新
水
道
は
完
工
し
、
同
月
二
十
七
日
よ
り
営
業
を
開
始
し
た
が
、

表1借 入金及び支消

考備
消支入借

TJ金閉 合計
縮 受廟 首瑚 崟利瞬 残高

 

間期

円7… 円坂本等6人 興益社 よ り借入
,利子 月 、分

900

1000円 名取他10人 出資金,利 子月1分5厘

0

2

5

0

3000円 遠藤他9人 出資金,
400円 名取等 出資金 支消

600円 〃

500円 遠藤等 出資金 支消

878円 〃

利子月1分5厘

14年9月 より支消金再取立

 

79

97

84

伽

?

旦

㎜

跏

跚

躅
、
嬲
?

円

一

姻
㎝

珈

跚
?

円

8,368

8,900

11,390

10,972

10,345

9,822

8,904

9,048

円

.:

532

390

372

345

322

282

1,809

円

i111

8,368

11,000

10,600

10,000

9,500

s,s21

7,238

円

111

.:

3,000

7年10月 ～8年6月

8年7月 ～

9年1月 ～

4月 ～

7月 ～

10月 ～

10年1月 ～

12月

3月

6月

9月

12月

3月

13年1月 ～14年8月

10年3月 まで 「新水道入費支消取立 井取 立収入方取調簿」(古7-1595)よ り作製。

14年8月 まで 「仮約定」(古7-1561)よ り作製 。

円以下すべ て切捨 て。

 

1

Z

3

註

(25)
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要紀研 究

ま
た
富
士
川
運
輸
会
社
と
の
問
で
は
建
築
費
の
支
消
金
取
立
の
契
約
が
結
ば
れ
て

い
な
か

っ
た
か
ら
八
千
円
の
元
金
に
金
利
は
月
を
追

っ
て
加
算
さ
れ
、
八
年
末
に

は
元
利
合
計
入
千
九
百
円
に
達
し
て
い
た
。

い
ま
具
体
的
に
そ
の
額
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
建
築
出
願
中

か
ら
発
起
人
等
は
か
な
り
の
私
費
を
投
入
し
て
い
た
が
、
着
工
後
の
資
金
は
興
益

社
と
名
取
等
か
ら
の
借
入
金
に
よ
っ
て
全
て
賄
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

名
取
等
は
出
資
者
と
は
い
ρ
て
も
、

一
般
的
に
い
う
出
資
金
で
は
な
く
、
こ
の
出

資
金
は
名
取
等
か
ら
の
借
入
金
と
み
る
方
が
適
切
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
こ
の

名
取
等
に

つ
い
て

「該
社
開
業
之
際
入
費
之
不
足
ヲ
助
ク
ル
為
メ
一二

時
加
入
ス

ル
者

ニ
シ
テ

(中
略
)
来

ル
明
治
九
年
十
二
月
ノ
大
勘
定
之
節
悉
皆

消

却

可

致

(
23
)

事
」
と
定
め
て
い
る
こ
と
か
ら
も
知

ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
資
金
調
達
の

一
切
を
借
入
金
に
依
存
し
、
そ
の
元
利
を
富
士
川

運
輸
会
社

の
取
立
て
る
こ
と
と
な

っ
て
い
る
支
消
金
に
よ
り
消
却
す
る
計
画
で
あ

っ
て
み
れ
ば
、
新
水
道

の
将
来
は
偏

に
支
消
金
取
立
の
い
か
ん
に
か
か
っ
て
い
た

と
い
え
る
。

と
も
あ
れ
開
業
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
こ
の
間
に
あ

っ
て
様
々
な
困
難

に
逢
着
し
た
。
例
え
ば
興
益
社
借
入
金
に
つ
い
て
月
賦
返
納
の
契
約

を

し

な

が

(
24
)

ら
、
そ
の
契
約
不
履
行

の
た
め
興
益
社

の
怒
り
を
買

い
、
借
入
金
の
返
済
を
迫
ら

(
25
)

れ
、
あ
る
い
は
岩
渕
村
に
よ
る
通
船

の
妨
害
等
、
開
業
の
当
初
か
ら
新
水
道
の
経

営
は
平
担
で
は
な
か

っ
た
。

註

(1
)
「増
穂
町
誌
」
史
料
編
十
九

(廻
米
并
登
塩
蒲
原
迄
通
船
二
付
)乍
恐
以
書
付

奉
願
上
候
。

(2
)
「富
士
川
町
史
」
第
六
章

富
士
川
水
運
と
岩
渕
河
岸

参
照
。

(3
)
「蒲
原
町
史
」
四
=
一頁

な
お
廻
米
船
路
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
調
査
が
必
要
で

あ
る
が
原
史
料
は
所
在
不
明
。
ま
た
、
実
際
に
こ
の
船
路
が
用
い
ら
れ
た
か
は

疑
し
い
。
例
え
ば

「増
穂
町
誌
」
史
料
編
入

(同
)諸
御
用
留
帳
に
よ
れ
ば
天

保
十
年
の
廻
米
が
送
ら
れ
た
同
十
一
年
の
記
録
中
に
は

「米
三
俵
二
付
永
拾
五

文
つ
ン

岩
渕
汐
蒲
原
迄
陸
付
駄
賃
」
と
あ
り
、
こ
の
年
は
廻
米
船
路
は
用

い
ら
れ
て
い
な
い
。

(4
)
「山
梨
県
史
料
」
十
七
政
治
部

駅
逓

明
治
四
年
三
月

貢
米
水
運
費
額
ヲ
算

シ
之
ヲ
弁
官
二
具
申
。
「村

々
御
廻
米
ノ
儀

ハ
戊
辰
以
来
壱
ケ
年
限
石
代
納
仕

来
御
廻
米
無
之
」
と
あ
り
、
翌
五
年
廻
米
を
行

つ
て
い
る
。

(5
)

「増
穂

町
誌

」
下
巻

五
〇

二
頁

ー
五
〇

四
頁

参
照
。

(
6
)

「武
藤
家

文
書
」
古

七
ー

一
五
七
九

私
立
会
社
設
立
違
約

ノ
訴
。

(7
)

(8
)

「武
藤
家
文
書
」
古

七
ー

一
五
九

三

蒲
原
水
道

建
築
方
并

二
会
社
設
立

願
。

(9
)

「
山
梨

県
史
料

」
十
七

政
治
部

駅
逓

明
治
六
年
十

一
月
廿
目

運
輸
会

社

ノ
設
立
セ

ン
ト
シ
之

ヲ
大
蔵
省

二
禀
議

ス
。
「
蒲
原
新
水
道
建
築
諸
費

用

金

支
消

表
」
。

(
10
)
「伊

豆
勤
王
之
士
小
沢

一
仙
伝
及
資
料

」
静
岡
県
史
編
纂
資
料

二
七
三
、

高

木

俊
輔

「
明
治
維
新
草
莽
運

動
史
」
参
照

。
「武
藤
家
文
書

」
古

七
-

一
〇

五

五

九
月
廿
九
目
付

武
藤
藤
太

宛
小
沢

一
仙
書
簡

。

(
11
)
「
武
藤
家
文
書
」
古

七
-

一
六
二
五

蒲
原
新
水
道
建
築
中
庶
庸
留

に
よ
れ
ば

工

事
現
揚

の
帳
簿
取
調
べ
や
絵

図
引

を
盛
ん
に
行

っ
て
い
る
。

(
12
)
「
増
穂
町
誌
」
上
巻

三
七
七
頁

参
照
。

(
13
)
「
山
梨
県
史
料
」
十
六

政
治
部

工
業

明
治

六
年
十

二
月
廿

二
日

静
岡
県
官

ト
連
署

シ
新

二
水
道

ノ
便

ヲ
開
カ

ン
事
ヲ
大
蔵
省

二
禀
議

ス
。

(
14
)
明
治
七
年

一
月
九
日
内
務
省

発
足
に
と
も

な
い
、
駅
逓
寮

は
大
蔵
省

か
ら
内
務

省
に
所
属
す
る

こ
と
に
な

っ
た
。
認
可
書

は

「
武
藤
家
文
書
」
古

七
-

一
五
九

三

に
添
付
。

(15
)
「
武
藤
家
文
書
」
古
七
1

=

七
七

新
水
道
取
掛

二
付
原
地
検
査
願
。

(16
)
「
武
藤
家
文
書
」
古
七
-

一
七
三
六

通
船

開
業

届
。

(17
)
「
武
藤
家
新
書
」
古

七
-

一
七
三
九

・
一
七
五
七

・

一
七
五
八

・
一
七

五

九

.

一
入

一
四

・
一
八
三
七

・
一
入
三
入

・
一
八
五
六
。
整

理
者

は
い
ず
れ
も
見
積

書

と
し
て
い
る
が
今
後

の
検
討
を
要
す
る
。

(18
)

(11
)

に
同

じ
史
料
中

三
月
四
目

「
善
兵
衛

二
渡

ス
賃

金
之
内
百

円
渡

ス
」
と

あ
り
、
ま
た

五
月
十

二
目

「
黒
鍬
嶋
津
善
兵
衛
」
と
見
え
る
こ
と
に
よ
る
。

(
19
)

(7
)

に
同

じ
。
但

し
他

の
仕
様
帳

で
は
、

一
万
三
千
円
と
し
た
ら
し

い
こ

と

が

「武
藤
家
文
書
」
古

七
ー

一
五
九

二

水
道

建
築

資
本
金
出
金
表

の
末

尾

の
文
に
よ
り
わ
か
る
。

(
20
)

(19
)
水
道
建
築
資
本
金
出
金
表
を
指
す
。

(
21
)

「武
藤

家
文
書

」
古

七
ー

一
五
九

五
。

(
22
)
興
益
社
か
ら

の
借
入
に

つ
い
て
は

(11
)
と
同
史
料

に
よ
る
。
な

お

興

益

社

は
、
明
治

七
年

一
月
栗
原
信
近
等

に
よ
り
勧
業
社

の
名
称

で
設
立
を
申
請
、
同

年
五
月
認
可
さ
れ
た
が
、
名
称
が
寮
司

に
ま
ぎ
ら

わ
し
い
と

の
理
由
か
ら
改
称

さ
せ
ら
れ
、
興

益
社

と
し
て
発
足

し
た
。
全
国

の
工
業
物
産

の
隆
盛
を
計

る
こ

と
を
目
的
と
し
た
。
後
明
治
十
年
国
立
銀
行
令

に
ょ
り
同
年
六
月
第
十
国
立
銀

行
と
し
て
業
務

が
継

承
さ
れ
た
。

(
23
)
「
武
藤
家
文
書

」
古

七
ー

一
六
〇

七

新
水
道
社
中
申
合
約
定
書
第

三
条
。

(
24
)
「
武
藤
家
文
書

」
古

七
i

一
五
六
二

月
賦
返
納
延
期
歎
願
書
。

(
25
)
「
武
藤
家
文
書

」
古

七
-

一
六
六
二

新
水
道
乱
妨
方
届
書
。

(26}



蒲原新水道の建築と経営について

二

蒲
原
新
水
道
の
経
営

1

建
築
費
の
消
却

/

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
新
水
道
建
築
資
金
は
、
開
業
後
富
士
川
運
輸
会
社
に

よ
っ
て
取
立
て
ら
れ
る
支
消
金
に
よ

っ
て
、
消
却
さ
れ
る
計
画
で
あ

っ
た
が
、
同

社
の
計
画
は
表
1
の
よ
う
に
建
築
費
に
そ
の
金
利

(年

二
十
%
)
を
加
え
、
四
か

年
を
も

っ
て
消
却
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
実
際
に
は
八
年
六
月
新
水
道
が

開
業
し
て
も
支
消
金
取
立
は
新
水
道
側

と
の
合
意
に
達
し
な
か

っ
た
。
こ

の
た

め
、
新
水
道
側
は
興
益
社

へ
の
借
入
金
返
済
ど
こ
ろ
か
、
金
利
納
入
に
も
行
き
詰

ま
る
事
態
を
生
じ
た
の
で
あ

っ
た
。

こ
の
よ
う
な
中
で
、
開
業
後
六

か

月

を

経

て
、
同
年
十
二
月
二
十
二
日
富
士
川
運
輸
会
社
と
新
水
道
発
起
人
と
の
問
で
や
う

や
く
に
し
て
、
支
消
金
取
立
に

つ
い
て
契
約
が
成
立
し
、
山
梨

・
静
岡
両
県
に
許

可
を
求
め
、
九
年

一
月
よ
り
取
立
て
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。

い
ま
こ
の
契
約
に
つ
い
て
は
残
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
具

体
的
に
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
断
片
的
で
は
あ
る
が
い
く

つ
か
の
吏

料
か
ら
次

の
よ
う
な
内
容
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

(
2
)

取
立
期
限
は
、
明
治
九
年

一
月
よ
り
同
十
四
年
十
二
月
ま
で
六
年
間
と
し
、
取

(
3
)

立
単
価
は
塩

一
俵

(六
貫
目
俵
)
に

つ
き

一
銭
入
厘
と
す
る
。
(但
し
諸
荷

物

に

つ
い
て
は
不
明
)
そ
し
て
取
立
て
支
消
金
の
処
理
方
法
に

つ
い
て
は
、
毎
月
取
り

ま
と
め
次
第
興
益
社
に
依
頼
し
、
発
起
人
の
出
金
高

(興
益
社
か
ら
の
借
入
高
)

に
応
じ
て
分
割
返
金
す
る
こ
と
と
す
る
が
、
こ
れ
は
建
築
費
消
却

の
他
、
新
水
道

の
営
繕
維
持
の
た
め
に
も
支
出
す
る
こ
と
と
し
た
。
取
立
て
た
支
消
金
の
う
ち
支

出
残
は
そ
の
ま
ま
興
益
社
に
預
金
し
、
取
立
期
限
を
終
え
た
十
五
年
に
元
利
計
算

の
上
関
係
者
に
分
割
す
る
こ
と
と
し

て
い
た
。
そ
の
際

の
分
割

の
対
象
と
比
率
に

つ
い
て
は
、
発
起
人
六
名
ー

坂
本

・
古
屋

・
武
藤

・
塩
阪

・
平
岡

・
佐
藤
i

に
は
苦
心
料
と
し
て
総
額
の
九
十

一
%
、
興
益
社
に
は
建
築
資
金
融
資
の
協
力
の

報
志
金
と
し
て
同
じ
く
七
%
、
名
取
善
十
郎
外
十
二
人
の
特
別
出
資
者
に
は
報
志

(
4
)

金
と
し
て
同
じ
く
二
%
と
定
め
た
。

こ
れ
ら
に
よ
り
、
発
起
人
の
意
図
し
て
い
た
支
消
金
と
は
、
単
に
建
築
費
の
消

却
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
新
水
道
の
営
業
維
持
に
も
あ
て
ら
れ
、
ま
た

そ
れ
は
建
築
費
の
消
却
を
終
え
た
後
に
は
な
る
が
、
残
額
は
苦
心
料
等
の
名
目
を

も

っ
て
発
起
人
等
の
功
労
に
報
い
る
た
め
配
分
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
た
こ
と

を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
建
築
費
の
支
消
を
終
え
た
後
、
新

水
道
は
ど
の
よ
う
に
管
理
維
持
し
て
い
く
意
図
で
あ

っ
た
か
不
明
で
あ
る
が
、
恐

(
5
)

ら
く
富
士
川
運
輸
会
社

へ
譲
渡
を
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
支
消
金
取
立
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
二
年
後
に

一
頓
挫
す
る
こ
と
に
な
る

(
6
)

が
、
そ
の
取
立
に

つ
い
て
は
明
治
九
年
を
み
る
と
表
の
よ
う
で
あ

っ
た
。
す
な
わ

ち
明
治
九
年
中

の
支
消
金
取
立
額
は
五
千
百
六
十
七
円
程
で
あ

っ
た
が
、

こ
の
う

ち
興
益
社

へ
の
借
入
金
返
済
二
千
三
百
七
十
入
円
余
、
借
入
金
利
千
四
百
三
十
円

が
支
払
わ
れ
、
新
水
道
開
業
時
か
ら

出

表皿 明治9年 支消金収支

問i収 入ll 支

 

期

円

2,378.0135

1,430.054

1,366.194

元金支消

利子 〃

水道修理

円

2,621.7867

2,535.18

5,156.9667

9年1月 ～6月

7月 ～12月

計

5,174.2615

 

計

註1.

2.

3.

(一)17.2948

「新 水道支消金取 立及納表 」(古7-1595)よ り作 成。

不足額は興 益社預金 々利に より補 う。

水道修理費は8年7月 より9年10月 まで。

九
年
十
月
ま
で
の
新
水
道
修
繕
費
千

三
百
六
十
六
円
余
を
加
え
、
合
計
五

千
百
七
十
四
円
余
と
な
り
、
十
七
円

を
不
足
を
生
じ
た
が
、
こ
れ
は
興
益

社

へ
の
預
金
金
利
を
あ
て
、
九
年
は

ほ
ぼ
予
定
通
り
の
取
立
と
支
出
が
行

わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
支
消
金
取
立
は

そ
の
後
十
年
十

一
年
と
ほ
ぼ
順
調
に

九
年
と
ほ
ぼ
同
額
く
ら
い
の
取
立
が

続
け
ら
れ
た
ら
し
く
、
そ
の
年
額
に

つ
い
て
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
運

輸
会
社
よ
う
興
益
社

へ
の
入

金

の

(
7
)

記
録
を
み
る
と
、
十
年
が
三
千
九
百

四
十
円
余
、
十

一
年
が
三
千
五
十
円

余
で
あ
っ
て
、
取
立
総
額
五
千
百
五

十
六
円
で
あ

っ
た
九
年
も
、
興
益
社

へ
の
入
金
は
三
千
二
百
七
十
七
円
余
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で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
う
し
た
推
測

が
可
能
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
新
水
道
の
経
営
は
軌
道
に
乗

っ
た
の
で
あ

っ
た
が
、
経
営

の
実
務
は
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
た
か
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
明

治

六

年

山

梨

・
静
岡
両
県
に
提
出
さ
れ
た
願
書

の
表
題
に
は
、
「水
道
建
築
並

二
会
社

設

立

(
8
)

願
」
と
書
れ
て
い
る
が
、
そ
の
文
中

で
は
会
社
設
立
の
こ
と
に
は
ま

っ
た
く
ふ
れ

(
9
)

て
い
な
い
。
新
水
道
建
築
中
は
時
に
は

「蒲
原
新
水
道
建
築
会
社
」

の
名
称
を
用

(
10
)

い
、
新
水
道
開
業
後
は

「蒲
原
新
水
道
会
社
」
と
称
し
、
発
起
人
を

「社
中
」
と

呼
び
も
し
て
い
る
が
、
正
式
に
会
社

の
定
款
や
規
則
を
定
め
、
会
社
と
し
て
の
組

織
を
持
ち
、
運
営
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
二
十
年
頃

(
11

)

と
な
り
、
新
水
道
事
務
所
が
独
立
し
、
そ
の
後
会
社
組
織
が
作
ら
れ
、
考
課
状
を

も

っ
て
決
算
報
告
等
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
二
十
二
年
以
降

の
こ
と
で

あ

っ
た
。
し
た
が

っ
て
そ
の
時
期
ま

で
の
問
、
新
水
道
経
営

の
実
務
は
、
富
士
川

運
輸
会
社
蒲
原
出
張
所
で
行
わ
れ
て
い
た
。

同
出
張
所
は
、
運
輸
会
社
設
立
当
初
は
分
局
と
呼
ば
れ
、
八
年
十
二
月
頃
ま
で

は
分
社
と
し
て
静
岡
県
下
で
は
岩
本
分
社
と
と
も
に
営
業
が
行
わ
れ
、
九
年
以
降

出
張
所
と
し
て
、
そ
の
後
で
き
た
清
水
出
張
所
と
と
も
に
富
士
川
運
輸
会
社

の
鰍

沢
本
社
に
対
比
さ
れ
る
地
位
を
占
め
て
い
た
が
、
同
出
張
所
は
佐
藤
信
次
郎
に
よ

っ
て
運
営
さ
れ
て
い
た
。

佐
藤
信
次
郎
は
、
自
ら
も
廻
船
を
持
ち
、
新
水
道
発
起
人
で
も
あ
り
、
運
輸
会

社
出
張
所
に
あ

っ
て
富
士
川
-

新
水
道
を
通
過
す
る
す
べ
て
の
塩

・
諸
荷
物
を

掌
握
す
る
立
揚
に
あ

っ
た
か
ら
、
運
輸
会
社

.
新
水
道
の
双
方
に
と

っ(駅
最
適

の

人
物
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。
現
在
残
さ
れ
た
船
溜
り
の
地
図
に
よ
れ

ば
、
同
出
張
所
の
建
物
は
船
溜
り
に
面
し
て
立
ち
、
そ
の
東
側
に
あ

っ
た
水
道
会

社
と
と
も
に
船
溜
り
を
出
入
す
る
す

べ
て
の
船
を
見
る
こ
と
の
で
き
る
位
置
に
お

か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
前
述
の
通
り
明
治

二
十
二
年
以
降

の
こ
と
で
あ

っ
た
。

と
も
あ
れ
、
当
時
新
水
道
側
に
し
て
み
れ
ば
、
半
ば
自
動
的
と
も

い
え
る
方
法
で

運
輸
会
社
か
ら
興
益
社
に
支
消
金
が
払
込
ま
れ
る
。
新
水
道

の
修
繕

に

つ
い

て

も
、
修
繕
費
は
運
輸
会
社
か
ら
の
支
消
金
の
内

か

ら
支
払
わ
れ
る
の
で
あ
る
か

ら
、
こ
れ
ら
の
執
行
を
誤
り
な
い
よ
う
監
督
す
れ
ば
充
分
で
あ
り
、
そ
の
た
め
会

社
と
し
て
の
特
別
の
規
則
や
組
織
を
必
要
と
し
な
か

っ
た
と
い
う
こ

と

が

で
き

る

。

,

し

か

し

、
新

水

道

側

に

と

っ
て

こ

の

よ
う

な
経

営

が

続

け

ら

れ

る

の
は

、

富

士

川
水
運
に
対
す
る
運
輸
会
社
の
独
占
的
地
位
が
維
持
さ
れ
、
三
河
岸
-

蒲
原
間

の
運
輸
会
社
の
本

・
分
社

・
出
張
所
以
外
で
は
塩

・
諸
荷
物
の
積
下
し
が
行
わ
れ

ず
、
永
運
の
全
て
が
掌
握
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
不
可
欠
の
条
件
で
あ

っ
た
。
そ
し

て
、
こ
う
し
た
条
件

の
下
で
運
輸
会
社
と
新
水
道
側
と
の
当
初
以
来
の
友
好
協
力

体
制
が
維
持
さ
れ
、
支
消
金
が
誤
り
な
く
納
入
さ
れ
建
築
費
が
消
却
さ
れ
て
い
く

こ
と
が
必
要
で
あ

っ
た
。

2

支
消
金
取
立
廃
止
問
題

支
消
金
取
立
は
明
治
九
年

一
月
よ
り
実
施
さ
れ
、
そ
の
後
、
十
年
十

一
年
と
順

調
に
運
輸
会
社
よ
り
納
入
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
先
述
の
通
り
で
あ

っ
た
が
、
十

一
年
九
月
二
十
入
日
運
輸
会
社
は
、
突
然

「現
今

ヨ
リ
断
然
支
消
金
取
立
方
ヲ
止

度
候
問
此
段
及
御
掛
合
候
也
」
と
、
支
消
金
取
立
廃
止
の
た
め
の
交
渉
を
強
く
申

(
13

)

し
入
れ
た
が
、
そ
の
理
由
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
。

明
治
入
年
十
二
月
の
契
約
に
よ
り
、
現
在
ま
で
三
年
未
満
支
消
金
取
立
を
行

っ

て
き
た
が
、
此
度
鰍
沢
に

「内
外
用
達
会
社
」
が
設
立
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
運

輸
会
社
と
同
事
業
を
開
始
す
る
こ
と
と
な

っ
た
。
と
こ
ろ
が
運
輸
会
社

へ
の
対
抗

上

「陰

二
新
水
路
支
消
金
取
立
ヲ
妨
ケ
ン
ト
謀
リ
既

二
開
業
ノ
際

ニ
モ
至
リ
同
社

ヨ
リ
モ
諸
貨
主

へ
事
業
ノ
将
来
ヲ
修
飾
シ
同
社

ハ
只
手
数
料
而
已
ヲ
以
取
扱
云
々

各
荷
主

二
頼
談
有
之

二
付
弊
社

へ
向
ケ
従
来
諸
貨
物
ヲ
運
輸
依
頼
ス
ル
者

ヨ
リ
弊

社

二
前
段
掛
合
趣
有
之
既

二
方
向
動

ス
ノ
勢

二
至
リ
此
儘
新
水
路
支
消
金
取
立
居

リ
候
テ

ハ
其
為
弊
社
隠
頽

二
至

ル
ハ
不
俟
論
」
そ
の
た
め
支
消
金
取
立
廃
止
に

つ

い
て
交
渉
し
た
い
と
い
う
も

の
で
あ

っ
た
。

こ
の
内
外
用
達
会
社
と
は
、
他

の
史
料
に
よ
れ
ば
送
達
会
社
と
称
し
た
も
の
で

あ
り
、
鰍
沢
に
本
社
を
お
き
岩
渕
に
分
社
を
設
け
て
富
士
川
水
運
事
業
を
開
始
し

た
も
の
で
あ

っ
た
。
同
社
は
そ
の
後
理
由
は
不
明
で
あ
る
が
廃
さ
れ
、
そ
の
業
務

は
明
治
十
四
年
十
二
月
資
本
金
三
万
円
を
も

っ
て
萩
野
市
左
衛
門
を
社
長
に
鰍
沢

に
設
立
さ
れ
た
拡
達
会
社

に
ひ
き

つ
が
れ
た
。
し
た
が

っ
て
、
送
達
会
社
は
拡
達

会
社
の
前
身
と
い
え
る
が
、
同
社
の
設
立
は
富
士
川
運
輸
会
社

・
新
水
道
側
は
も

(28)



蒲原新水道の築建と経営について

と
よ
り
、
富
士
川
水
運
に
と

つ
て
極

め
て
大
き
な
意
義
と
影
響
を
も

つ
も
の
で
あ

っ
た
。

明
治
六
年
の
太
政
官
布
告
第
二
百

三
十
号
の
特
定
の
運
輸
業
者
の
育
成
を
は
か

る
と
い
う
意
図
に
沿
い
、
山
梨
県
が
勧
奨
し
て
創
業
さ
せ
、
以
後
強
力
な
指
導
を

も

っ
て
育
成
を
は
か
り
、
山
梨

・
静
岡
両
県
に
わ
た
る
富
士
川
水
運
を
独
占
す
る

こ
と
と
な

っ
た
富
士
川
運
輸
会
社
で
あ

っ
た
が
、
こ
れ
に
競
合
す
る
同
業
会
社
の

出
現
は
、
山
梨
県
に
と

っ
て
も
好
ま
し

い
存
在
で
は
な
か

っ
た
。
し
か
し
、
山
梨

県
と
し
て
も
富
士
川
運
輸
会
社
の
保
護
育
成
の
方
針
を
貫
こ
う
と
し
な
が
ら
も
、

「十

一
年
中
運
搬
営
業
規
則
ヲ
遵
奉

セ
サ
ル
モ
ノ
又
官
ノ
許
可
ヲ
経
サ
ル
私
立
会

社
等
自
己
ノ
手
船
手
入
ヲ
以
自
己
ノ
貨
物
運
搬
致
シ
且
他
ノ
物
貨
ヲ
モ
為
替

ヲ
附

(
14
)

候
分

二
限
リ
自
己
物
貨
同
様
私
運
致

ス
旨
申
出
」
た
者
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
荷

主
と
共
謀
し
て
の
営
業
行
為
で
あ
る
と

わ
か
っ
て
い
て
も
、
認
可
せ
ざ
る
を
得
な

い
の
が
こ
の
時
期
の
実
情
で
あ

っ
た
。

明
治
六
年
の
太
政
官
布
告
第
二
百

三
十
号
は
、
同
十
二
年
五
月
三
日
の
廃
止
を

待

つ
ま
で
も
な
く
、
そ
の
意
図
は
す

で
に
空
文
化
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
。
し
た
が

っ
て
、
富
士
川
運
輸
会
社
が
、
自
社
に
競
合
す
る
同
業
会
社
を
排
除

す
る
よ
う
山
梨
県
に
強
力
に
働
き
か
け

て
も
、
県
と
し
て
は
そ
れ
が
で
き
ず
、
し

か
も
運
輸
会
社
を
設
立
し
、
新
水
道
を
建
築
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
排
除
を
は
か

つ

た
岩
渕
に
送
達
会
社
が
分
社
を
設
け

る
こ
と
も
黙
視
せ
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
。
こ

の
た
め
、
送
達
会
社
が
新
水
道
を
利
用

せ
ず
、
荷
主
に
対
し
支
消
金
分

の
負
担
を

課
さ
ず

「
只
手
数
料
而
已
ヲ
以
取
扱
」
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
富
士
川
運
輸
会
社
と

し
て
は
新
水
道
側
に
支
消
金
取
立
廃
止

の
交
渉
を
せ
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
。

支
消
金
廃
止
は
、
新
水
道
側
に
は
直
接
的
被
害
を
も
た
ら
す
だ
け
に
、
こ
の
交

渉
は
難
行
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
同
年
十

一
月
双
方
協
議

の
結
果
取
立
中
止
と

(
15
)

な

っ
た
。
そ
の
精
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
が
、
運
輸
会
社
か
ら
興
益
社

へ
の
入

(
16
)

金
記
録
に
よ
れ
ば
、
十
二
年
三
千
二
百
四
十
三
円
余
が
入
金
し

て

い

る
。
し

か

し
、
こ
れ
は
前
年
ま
で
の
未
収
金
が
入
金
し
た
も
の
と
考
え
れ
ば

一
応
理
解
で
き

る
。新

水
道
側
に
と

っ
て
は
支
消
金
の
廃

止
は
他
に
収
入
の
道
が
な
い
だ
け
に
建
築

費
の
返
還
は
出
来
ず
、
借
用
金
の
利
子

の
み
か
さ
む
状
態
に
な

っ
た
。
そ
こ
で
、
广

十
二
年
八
月
に
は
山
梨
県
に
嘆
願
し
、
建
築
費
残
額
支
消
の
た
め
の
融
資
を
県
か

(
17
)

ら
受
け
て
い
る
。
そ
の
総
額
は
不
明
で
あ
る
が
、
十
五
年
か
ら
十
九
年
ま
で
五
か

年
賦
返
済
が
条
件
で
あ

っ
た
。
し
か
し
そ
の
額
も
充
分
で
は
な
か

っ
た

だ

ろ

う

し
、
こ
れ
と
て
も
返
済
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ

っ
て
み
れ
ば
、
支
消
金

取
立
復
活
は
何
と
し
て
も
必
要
で
あ

っ
た
か
ら
、
運
輸
会
社

の
納
得
が
得
ら
れ
る

方
法
を
も

っ
て
そ
の
許
可
を
山
梨
県
に
求
め
た
。
こ
れ
を
受
け
て
山
梨
県
か
ら
内

務
省
に
禀
議
し
た
が
容
易
に
指
令
が
得
ら
れ
な
い
ま
ま
第
十
国
立
銀
行

(興
益
社

の
後
身
)
か
ら
の
借
用
金
の
金
利
は
増
加
す
る
ば
か
り
で
あ

っ
た
。

そ
の
間
の
水
道
建
築
の
消
却
に

つ
い
て
み
る
と
、
表
H
の
よ
う
に
九
年
末

の
支

消
に
よ
り
十
年
は
じ
め
に
は
八
千
六
百
二
十

一
円
余
に
減
少
し
、
そ
の
後
山
梨
県

か
ら
の
融
資
も
あ
り
消
却
が
進
ん
だ
た
め
か
、
十
三
年

一
月
末
に
は
七
千
二
百
三

十
入
円
余
に
ま
で
減
少
し
て
き
て
い
た
。
し
か
し
、
十
三
年

一
月
以
降
利
子
の
支

払
い
が
で
き
ず
、
十
四
年
八
月
に
は
そ
の
間
二
十

一
か
月
分

の
利
子
だ
け
で
千
入

百
九
円
余
と
な
り
、
元
利
合
計
九
千
四
十
入
円
余
と
な

っ
て
、
支
消
す
べ
き
借
入

(
18
)

金
の
総
額
は
逆
に
二
十
五
%
も
増
加
し
て
し
ま
う
状
態
で
あ

っ
た
。

こ
の
よ
う
な
窮
乏
に
加
え
内
務
省
か
ら
の
指
令

の
来
な
い
状
態
を
見
か
ね
た
山

梨
県
令
藤
村
紫
朗
は
、
支
消
金
取
立
は
す
で
に
明
治
八
年
に
許
可
済
で
あ
る
こ
と

(
19
)

を
根
拠
に
、
支
消
金
再
取
立
を
許
可
し
た
。
そ
こ
で
十
四
年
入
月
運
輸
会
社
と
協

議
し
、
新
方
法
に
よ
る
支
消
金
取
立
を
同
年
九
月

一
目
よ
り
実
施
す
る
こ
と
が
契

約
さ
れ
た
の
で
あ

っ
た
。

こ
の
際

の
契
約
内
容
に
つ
い
て
概
要
を
あ
げ
る
と
次
の

(
20
)

よ
う
で
あ

っ
た
。

①
支
消
金
残
額

千
四
十
入
円
二
十
四
銭
六
厘

②
取
立
単
価

食
塩

一
俵

(六
貫
目
)

一
銭
、
諸
荷
物

一
個

一
銭
二
厘

但
し

食
塩
は
従
来

一
俵

一
銭
八
厘
で
あ

っ
た
が
、
減
額
分
は
支
消
金
取
立
許
可
金

額
に
達
す
る
ま
で
取
立
年
限
を
延
長
す
る
。

③
取
立
場
所

富
士
川
運
輸
会
社
蒲
原
出
張
所
、
同
岩
本

・
沼
久
保

・
岩
渕

・

水
神

・
星
山
分
社

④
取
立
開
始

明
治
十
四
年
九
月

一
目

⑤
取
立
手
数
料

取
立
額
の
五
%

但
し
本

・
分
社
間
の
配
分
は
本
社
適
宜
と

す
る
。
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⑥
新
水
道
社
中
取
立
監
督

自
国
日
当
七
十
五
銭

他
国
旅
費

一
円
、
日
当
五

十
銭

詰
合
目
当

一
円

但
し
運
輸
会
社
支
払
い
。

⑦
水
路
修
繕
費

年
額
六
百
円

但
し
支
消
金
取
立
の
中
よ
り
運
輸
会
社
支
払

い

。

⑧
取
立
請
算

分
社
取
立
分
は
毎

月
末
蒲
原
出
張
所
役
員
に
よ
り
新
水
道
社
中

立
会
い
精
算

支
払

い
は
蒲
原
出
張
所
に
お
い
て
新
水
道
社
中
に
行
う
。

右
の
入
項
目
が
契
約

の
内
容
で
あ

っ
た
が
、
ま
ず
目
に
つ
く
こ
と
は
、
取
立
単

価
を
引
下
げ
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ば
運
輸
会
社
設
立
時

の
支
消
金
の
計
画
で
は

二
銭
六
毛
入
糸
で
あ

っ
た
か
ら
、
最

初
の
契
約
時
に

一
銭
入
厘
に
引
下
げ
、
そ
れ

を
さ
ら
に

一
銭
に
引
下
げ
た
わ
け
で
、
そ
の
引
下
げ
率
は
約
四
十
五
%
も
の
大
幅

な
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
に
対
応
し
て
支
消
金
取
立
年
限
を
延
長
す

る
こ
と
と
し
、
支
消
金
取
立
の
中
途
廃
止
な
ど
と
い
う
事
態
の
生
じ

る

の
を
防

ぎ
、
消
却
が
終
る
ま
で
運
輸
会
社
に
責
任
を
負
わ
せ
た
。
そ
れ
と
同
時
に
こ
の
引

下
げ
は
、
運
輸
会
社
が
支
消
金
取
立
を
廃
止
す
る
理
由
と
な

っ
た
同
業
他
社
と
の

競
合
に

つ
い
て
、
充
分
配
慮
し
て
の
も

の
で
あ

っ
た
こ
と
は
当
然
で
あ

っ
た
。

も
う

一
項
目
立
つ
の
は
、
こ
の
契
約
か
ら
は
取
立
手
数
料
と
し
て
五
%
が
運
輸

会
社
に
支
払
わ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
点
で
あ
る
が
、
こ
の
五
%
の
手
数
料
を
考
慮

に
入
れ
る
な
ら
ば
、
新
水
道
社
中
に
支
払
れ
る
支
消
金
の
実
際
単
価
は
九
厘
五
毛

と
な
り
、
八
年

の
契
約
の
四
十
七
%
も
の
低
落
と
な

っ
た
。

こ
の
よ
う
に
支
消
金
取
立
単
価
の
大
幅
な
低
落
は
、
当
然
取
立
額

の
減
少
と
な

り
、
先
述
し
た
よ
う
に
九
年
か
ら
十

一
年
頃
の
よ
う
に
、
年
額
五
千
円
以
上
の
取

(
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立
額
を
は
る
か
に
下
廻
り
二
千
円
台
と
な

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
取
立
金
の

使
途
に
つ
い
て
み
る
と
表
W
で
み
る
よ
う
に
、
支
消
金
の
約
五
十
%
前
後
が
水
路

修
繕
等

の
管
理
維
持
と
建
築
費
の
消
却
と
に
配
分
さ
れ
、
新
水
道

の
経
営
が
安
定

し
た
様
子
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

新
な
契
約
の
下
で
再
び
支
消
金
取
立
が
始
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
先
に
ふ
れ

た
よ
う
に
富
士
川
運
輸
会
社
に
よ
る
富
士
川
水
運
の
独
占
が
破
れ
、
次
第
に
競
合

が
激
し
く
な
り
、
十
四
年
十
二
月
に
は
拡
達
会
社
が
創
業
さ
れ
る
中
で
結
ば
れ
た

こ
の
契
約
は
、
富
士
川
運
輸
会
社
と
新
水
道
社
中
と
の
関
係
を
変
質
さ
せ
て
い
く

こ
と
と
な

っ
た
。
す
な
わ
ち
、
新
水
道
建
築
計
画

の
段
階
以
来
両
者
の
間
は
切
り

額

表IV支 消金取立支払額

間1取 立 額1支 払 額}残年1期

円
615.053

303.304

557.370

895.140

750.602

円
938.045

830.545

730.683

294.557

356.186

円
1153.09$

1133.894

1261.552

1189.697

110s.zss

9月 ～12月

1月 ～6月

7月 ～12月

1月 ～6月

7月 ～12月
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支払 内訳 一水道修繕 費 ・同維持 費 ・日当等。

「新 水道 支消取立差引勘 定帳 」(古7-1645)よ り作製。

註1

2

は
な
す
こ
と
の
で
き
な

い

一
体

化

の
中

で
、
相
互
に
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め

努
力
し
て
き
た
の
で
あ

っ
た
が
、
事
こ
こ

に
至

っ
て
次
第
に
別
会
社
と
し
て
の
事
務

的
な
関
係

へ
と
移
行
し
は
じ
め
た
と
い
え

る
。
例
え
ば
、
運
輸
会
社
は
営
業
上
の
理

由
を
も

っ
て
取
立
単
価
を
大

幅

に
引

下

げ
、
取
立
金
額
の
五
%
の
手
数
料
を
求
め

れ
ば
、
他
方
新
水
道
側
は
取
立
監
督
に
出

張
し
、
そ
の
旅
費
目
当
の
支
払
い
を
受
け

る
な
ど
、

一
時
期
前
で
は
全
く
考
え
ら
れ

な
か
っ
た
よ
う
な
契
約
が
結
ば
れ
て
、
そ

こ
に
新
し
い
関
係
が
生
み
だ
さ
れ
て
き
た

こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、

こ
う
し
た
関
係
は
、
本
来
な
ら
ば
新
水
道

建
築
が
計
画
さ
れ
た
段
階

で
成
立
し
て
い

る
べ
き
も
の
で
あ

っ
て
、
む
し
ろ
こ
の
時

期
に
ま
で
成
立
を
み
な
か

っ
た
こ
と
の
方
が
不
自
然
で
あ

っ
た
と
み
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
れ
な
ら
ば
以
後
両
者
の
関
係
を
通
し
て
新
水
道
社
中
は
ど
の
よ
う
な
発

展
を
た
ど
る
の
か
、
次

の
機
会
に
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

註

(1
)
「武
藤
家
文
書
」
古
七
ー

一
六

一
五

新
水
道
社
立
益
予
算
表
。
「富
士
川
全
川

ヨ
リ
取
立
タ
ル
明
治
入
年
十
二
月
廿
二
日
新
水
道
発
起
人
ト
運
輸
会
社
ト
約
定

セ
シ
支
消
金
取
立
方
法
ハ
其
ノ
節
静
岡
山
梨
両
県
庁
ノ
許
可
ヲ
得
タ
ル
モ
ノ
」

(2
)
「武
藤
家
文
書
」
古
七
-

五
六
〇

明
治
二
十
二
年
第

一
回
考
課
状
。

(3
)
(4
)
「武
藤
家
文
書
」
古
七
-

一
五
六

一

新
水
路
支
消
金
取
立
仮
約
定
。
富

士
川
運
輸
会
社
の
設
立
願
書
添
付
の
支
消
表
に
よ
れ
ば
、
塩
の
み
に
つ
い
て
取

立
計
画
が
あ
り
、
諸
荷
物
に
は
ふ
れ
て
い
な
い
。
取
立
単
価
は
二
銭
六
毛
八
糸

で
あ
っ
た
。

(5
)
明
治
十
五
年
に
一
旦
運
輸
会
社
に
株
を
譲
渡
す
る
が
、
山
梨
県
の
反
対
に
よ
り

再
び
旧
に
復
す
と
い
う
問
題
が
起
る
。

(6
)
「武
藤
家
文
書
」
古
七
ー

一
五
九
五

新
水
道
入
費
支
消
取
立
並
取
立
収
入
方
取

調
簿
。

(7
)
「武
藤
家
文
書
」
古
七
ー

一
六
四
五

支
消
金
取
立
勘
定
帳
添
付

『興
益
社
ヨ
リ
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蒲原新水道の建築と経営について

引
続
第

十
国
立
銀
行

へ
払
込
取
調
』
。

(8
)
「
武
藤
家
文
書

」
古

七
ー

一
五
九

三
。

(9
)

「武
藤
家

文
書
」
古

七
-

五
五
二
明
治

八
年
十

一
月
。

上
諏
訪
村
四
名
宛
分
社

設

立
仮
約
定
写

。

(10
)

「
武
藤
家
文
書

」
古

七
1

=
ハ
〇

六

新
水
道
会
社

々
中
申
合
約
定
書
。

(
11
)
「
武
蔵
家
文
書

」
古

七
-

一
六
三
三

新
水
道

・
運
輸
会
社

・
船
方

三

者

誓

約

証
。

(12
)

「蒲
原

町
史

」
四
八
五
頁

佐
藤
栄
男
氏
所
蔵
。

(
13
)
「武
藤
家

文
書

」
古

七
ー

一
四
三

一

新
水
道
支
消
金
取
立
停
止
掛
合
書
。

(14
)

「
山
梨
県
史
料

」
四
十
三

政
治
部

駅
逓

明
治
十

二
年

四
月
十

七
目

富
士
川

私

運
通
船

ノ
処
分

ヲ
内
務
省

二
禀
議

ス
。

(
15
)

「武
藤
家

文
書
」
古

七
ー

一
五
六

一

新
水
路
支
消
金
取
立
仮
約
定
。

(
16
)

(7
)
に
同
じ
。

(
17
)

「武
藤
家

文
書

」
古

七
-

一
四

一
九

拝
借
金
年
賦
返
戻

二
付
副
証
書
並

二
水
道

譲
受
渡
届
。

(18
)

(3
)
・
(7
)

に
同

じ
。

(19
)
(
20
)

(3
)

に
同

じ
。

(21
)

「武
藤
家
文
書
」
古

七
ー

一
六
四
五

新
水
道
支
消
取
立
差
引
勘
定
帳
。

む

す

び

本
稿
に
あ

っ
て
は
、
富
士
川
水
運

を
考
え
る
上
で
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
蒲
原

新
水
道
に

つ
い
て
、
そ
の
建
築
と
完
成
後

の
経
営

の
様
子
に
つ
い
て
考
察
し
て
き

た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
あ

っ
て
強

く
関
心
を
引
か
れ
た
の
は
、
新
水
道
建
築

費
支
消
計
画
を
軸
に

一
体
化
し
て
事
業
を
推
進
し
て
い
っ
た
富
士
川
運
輸
会
社
と

新
水
道
社
中
と
の
関
係
で
あ

っ
た
。

こ
の
両
者
の
関
係
は
、
新
水
道
を
提
供
す
る
者
と
そ
れ
を
利
用
す
る
者
と
の
関

係

の
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
の
実
、
通
船
料
と
も
い
え
る
支
消
金
を
支
払

っ
て
利

用
す
る
の
は
荷
主
に
他
な
ら
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
運
輸
会
社
と
水
道
社
中
と
の

関
係
は
、
本
来
支
消
金
取
立
を
託
さ
れ
た
者
と
託
す
も
の
と
の
関
係
で
あ

っ
て
、

利
害
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
な
ら
ば
、
取
立
て
た
支
消
金
の
納
入
額

・
納
入

方
法
等
を
め
ぐ

っ
て
利
害
が
対
立
す
る
場
合
も
時
に
よ

っ
て
生
じ
、
運
輸
会
社
は

企
業
と
し
て
当
然
取
立
手
数
料
を
請
求

で
き
る
立
揚
に
あ

っ
た
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
本
文
末
で
述
べ
た
よ
う
に
、
事
務
的
な
関
係
が

明
治
十
四
年

の
支
消
金
再
取
立
の
時
期

ま
で
成
立
し
な
か

っ
た
方
が
、
む
し
ろ
不

自
然
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
な
ら
ば
何
故
、
運
輸
会
社
設
立
の
段

階
で
支
消
金
計
画
が
示
さ
れ
た
か
と
い
う
疑
問
が
生
れ
る
。
こ
れ
は
、
恐
ら
く
山

梨
県
の
強
力
な
指
導
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
今
後
明
ら
か
に
し
な
く
て

は
な
ら
な
い
問
題
で
あ
ろ
う
。

運
輸
会
社
の
独
占
が
弱
ま
っ
て
い
く
過
程
で
、
新
水
道
社
中
と
の
関
係
が
変
質

し
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
新
水
道
社
中
に
と

っ
て
も
、
富
士
川
全
川
で
の

支
消
金
取
立
が
困
難
と
な
り
、
東
海
道
線
開
通
に
よ
り
岩
渕
停
車
場
と
富
士
川
間

に
新
水
路
が
開
か
れ
、
競
合
す
る
運
河
会
社
の
設
立
を
み
る
等
の
状
勢

の
変
化

へ

の
対
応
を
迫
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
、
二
十
二
年

一
月
、
新
水
道
会
社
を
あ
ら
た
め

て
設
立
し
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る
。

こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
別
の
機
会
に
さ
ら
に
考
察
を
す
る
こ
と

と

し

た

い
。
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